
荒川区私道内等の照明灯及び街路灯維持管理事業補助金交付要綱 

 

昭和６２年８月１７日制定 

（６２荒土公発第９４号） 

平成９年３月１日一部改正 

平成１５年４月１日一部改正 

平成２０年４月１日一部改正 

 

（通 則） 

第１条 荒川区の町会、都営住宅自治会及び商店会（以下｢町会等｣という。）の照明灯及び

街路灯維持管理事業に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則（昭和６２

年荒川区規則第２７号）によるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（目 的） 

弟２条 この要綱は、町会等に対して、私道の照明灯（町会管理のものに限る。以下同じ。）

並びに都営住宅内及び商店会の街路灯の維持管理事業に対する経費の一部について、荒

川区が補助金を交付することにより、夜間における私道内等の照明を確保し、もって公

衆の安全に寄与することを目的とする。 

 

（補助金対象経費） 

第３条 補助金の交付対象となる経費は、町会等が現に使用している照明灯及び街路灯の

維持管理に要する経費のうち、次に掲げるものの一部とする。 

（１）照明灯及び街路灯の電気料金 

（２）照明灯及び街路灯の補修等に要する経費 

 

（補助金の交付額） 

第４条 補助金の交付額は、別表のとおりとし、予算の範囲内において定める。 

 

（補助金の交付申請） 

第５条 町会等の代表者は、灯数に応じて補助金の交付を受けようとするときは、補助金

交付申請書（別記第１号様式）に、照明灯等の設置箇所調書及び設置箇所を明示する図

面を添えて区長に申請しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、町会等の代表者は、支払った電気料金に応じて補助金の交

付を受けようとするときは、補助金交付申請書（別記第２号様式）に、支払った電気料

金を確認することができる書類を添えて区長に申請しなければならない。 

 



（補助金の交付決定及び通知） 

第６条 区長は、前条の規定による交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と

認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書（別記第３号様式。以下「決

定通知書」という。）により申請者に通知する。 

２ 区長は、前条の規定による補助金の交付の決定に当たっては、別紙の補助条件を付す

ものとする。 

 

（補助金の請求） 

第７条 申請者は、決定通知書を受けた場合は、速やかに請求書（別記第４号様式）を区

長に提出し、補助金の請求を行うものとする。 

 

（申請の取下げ） 
第８条 申請者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるとき

は、決定通知書を受け取った日から起算して１４日以内に補助金の交付申請を取り下げ

ることができる。 

 

（実績報告） 

第９条 補助金の交付を受けた者（以下「補助金受給者」という。）は、補助金の交付の決

定に係る会計年度が終了したときは、速やかに実績報告書（別記第５号様式）を区長に

提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１０条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、実績報告書を審査し、及

び必要に応じて現地調査等を行ない、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたとき

は、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書（別記第６号様式）により補

助金受給者に通知する。 

２ 区長は、前項の審査に当たって必要がある場合は、補助金に係る収支決算書、補助事

業の成果等に関する事項を記載した書類等の提出を補助金受給者に求めることができる。 

 

（交付決定の取り消し） 

第１１条 区長は、補助金受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 （１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 （２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

 （３） その他補助金の交付の決定の内容に違反したとき。 

 



（補助金の返還） 

第１２条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当

該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき又は第１０条の規定によ

り補助金の額を確定した場合において、当該額を超える補助金が交付されているときは、

期限を定めて補助金受給者に対し当該補助金の返還を命ずるものとする。 

 

（補助金の経理） 

第１３条 補助金受給者は、補助事業に係る収支に関する書類を整備し、これを補助事業

完了後５年間保管しなければならない。 

 
別表 補助金額算定方法 

対象団体 補助金額算定方法 

一次 照明灯１基当たり３,２００円 
町会 

二次 ４月から１２月までに新設照明灯１基当たり８００円 

都営住宅自治会 照明灯１基当たり１，６００円 

商店会 

補助率を照明灯全体の年間電気料金（暦年の１月から１

２月分の実績）の７５％として算定し、１００円未満を切

捨てとする。 
ただし、照明灯１基当たり３,２００円で算出した補助金

額が上記金額を上回る場合はその金額とする。 

 


